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8 月 25 日  教 育 委 員 会 議 に て 議 決  

     （ 部 活 動 の 活 動 方 針 の 基 本 的 な 考 え 方 ・ 活 動 時 間 ・  

      休 養 日 ， 以 下 同 様 ）  

8 月 29 日  総 合 教 育 会 議 に て 協 議  

9 月  9 日  市 立 柏 高 校 説 明 会 （ 生 徒 ）  

      説 明 会 後 ア ン ケ ー ト 実 施  

9 月 10 日  市 立 柏 高 校 説 明 会 （ 保 護 者 ）  

      説 明 会 後 ア ン ケ ー ト 実 施  

  教 職 員 ， 生 徒 及 び 保 護 者 に 見 直 し の 内 容 の 理 解 を 得 る こ と 。  

  部 活 動 の 意 義 で あ る 生 き る 力 の 育 成 や 自 己 肯 定 感 の 向 上 を 損

な わ な い こ と 。  

  顧 問 の 意 識 改 革 を 行 い ， 共 通 理 解 を 図 り 共 通 行 動 に 移 る こ

と 。  

  活 動 時 間 が 短 く て も 優 秀 な 成 績 を お さ め て い る 学 校 の 事 例 を

参 考 に し 指 導 に 役 立 て る こ と 。  

  休 養 を 十 分 に 取 得 し ， 効 率 的 な 練 習 ス タ イ ル に 変 え る こ と 。  

  部 活 動 の ガ イ ド ラ イ ン は 高 校 を 原 則 適 用 と し て お り ， 高 校 を

例 外 と す る こ と な く 遵 守 さ せ る こ と が 必 要 で あ り ， 活 動 時 間

や 休 養 日 の 設 定 は ガ イ ド ラ イ ン ど お り の 運 用 が 望 ま し い 。  

  急 激 な 見 直 し を 図 る こ と の 弊 害 な ど ， 一 律 に 現 行 の ガ イ ド ラ

イ ン を 当 て は め る こ と は 難 し い こ と も 理 解 で き る の で ， 激 変

緩 和 と し て の 一 定 の 見 直 し の 方 向 と し て 進 め て ほ し い 。  

総 合 教 育 会 議 で の 意 見 の 概 要  

資 料  １  



 

【説明内容】 

 

 

 

  



 

 

 

 


